
単品スライド条項にかかる標準実施フロー 
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単品スライドの請求 

（様式１、様式１－１） 

スライド額協議開始日通知 
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スライド変更等協議書 
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対象資材の証明 

・スライド額の算定 

・１％判定 

変更請求額計算書（様式３） 

※必要に応じて様式３－１、

３－２を使用 

協議 

承諾 

発注者 

計算書受理 

通知書受理 

通知書受理 

受注者 

請負代金額の変更協議 

（様式６） 

協議書受理 

承諾書（様式６別添） 

≪スライド額協議開始日≫ 

≪スライド額決定≫ 

スライド変更契約 

工期末 

※ 単品スライド分を除く変更契約（変更

額・変更数量の確定）は、スライド額協

議開始日までに行うこと。 

・スライド調書（様式５－１、５－１別添）を作成し、協議 

     契約書で規定 

通知で規定 

 

単品スライドの請求受理 

注）このフローは、受注者より請求があった場合の標準的な事務の流れを示したものです。 

発注者から請求する場合等これによらない場合は、運用通知及び運用マニュアルにより、

適切に対応してください。 

 


